
広告掲載に関する遵守事項確認書 

 

（甲）掲載申込者 

（乙）ヒメログ運営事務局 

 

甲は、乙が運営する広告媒体への掲載にあたり、以下の事項を理解し遵守することを誓約

します。 

なお、本確認書は、甲が本掲載の申込みに際して乙へ提出または申告したすべての店舗お

よび運営主体に適用されるものとします。 

 

                                          

 

遵守事項 

 

1. 年齢・身元確認および未成年者の排除 

甲は、法令に基づき、従業者および利用者について年齢および在学状況の確認を適切

に行い、18 歳未満および高校在籍者については、集客媒体において顧客として取り扱

わず、また、求人媒体において募集・採用・就労の一切を行わないことを誓約します。 

2. 職業安定法の遵守 

甲は、職業安定法その他関係法令を遵守し、違法な職業紹介、無許可の斡旋行為、雇

用関係成立の媒介行為を一切行わず、また、これらを行う業者を利用しません。 

3. 風営法その他関係法令の遵守 

甲は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）その他関係法令

を遵守し、適法に事業を運営することを誓約します。 

4. 業種区分に関する表明保証 

甲は、以下の業種区分に応じ、それぞれの事項を遵守することを表明し、保証しま

す。 

・ 甲が風俗営業（ソープランド等）の場合 

関係法令・許可・届出を遵守し、適法に営業します。 

・ 甲が社交飲食（ピンサロ・セクキャバ等）の場合 

広告媒体上において性的サービスを想起・示唆・明示する記載を一切行いま

せん。 

・ 甲がメンズエステ・非風俗店の場合 

性的サービスを行っていない非風俗店であることを表明保証し、これに反す

る営業・表示を一切行いません。 



5. 掲載規約および禁止行為 

甲は、乙の定める掲載規約を遵守し、広告媒体を利用した違法行為・脱法行為・規約

違反行為を一切行いません。 

6. 著作権・知的財産権の遵守 

甲は、第三者の著作物（画像・文章等）を無断使用しないことを誓約し、盗用が判明

した場合、乙による掲載停止・削除に一切異議を述べません。 

7. 掲載情報の責任帰属 

甲が乙に提出したすべての掲載情報（画像・文章等）の責任は甲が負うものとし、当

該情報に起因する第三者との紛争については、甲が自己の責任と費用により解決し、

乙に一切の損害を与えません。 

8. 掲載停止に対する異議禁止 

掲載情報に起因する紛争、またはその他の事情により乙が掲載停止・削除を判断した

場合、甲は一切の異議を述べません。 

9. 届出・許可の変更義務 

業種変更、店舗情報変更、または法令改正等により公安委員会等への届出・許可が必

要となった場合、甲は速やかに手続きを行い、その写しを乙に提出します。 

10. 反社会的勢力の排除 

甲は、暴力団、暴力団員、関係者、関係団体、その他反社会的勢力と一切関係を持た

ないことを保証します。 

11. 公的機関への情報開示 

法令に基づき、裁判所、警察、税務署、消費者センターその他の権限を有する機から

要請があった場合、乙が甲の同意なく情報開示を行っても、甲は一切異議を述べませ

ん。 

12. 調査協力義務 

乙から本確認書の遵守状況について協力要請があった場合、甲は必要な資料提供およ

び調査に誠実に協力します。 

13. 違反時の措置 

本確認書への違反が認められた場合、乙は事前の通知または催告を要することなく、

掲載停止、掲載削除または契約の全部もしくは一部を解除することができるものとし

ます。 

この場合、乙は既に受領した掲載料、制作費、オプション費用その他名目の如何を問

わず一切の対価について返還義務を負わず、 甲はこれに関して一切異議を述べないも

のとします。 

14. 表現修正・削除に対する同意 

乙が不適切と判断した文言・画像等の掲載情報については、乙の基準により削除また

は修正を行うことに甲は同意し、一切異議を述べません。 



15. 準拠法および管轄 

本確認書の準拠法は日本法とし、本確認書に関して甲乙間に生じた紛争については、

広島地方裁判所または広島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

＜申込者情報＞ 

年 月 日 

ご掲載店名：         

（届出がある業種の場合）届出番号：      

法人名または申込者名：        

所在地：         

連絡先：         

代表者名：        【 印 】 

 

                                          

※法人の場合は法人印、個人の場合は申込者本人の印を押印してください。 

※届出または許可を要しない業種については、届出番号欄は記入不要とします。 

                                          

本確認書は締結日より 2 年間有効とし、期間満了日までに書面による解約の意思表示が

ない場合、同一条件にて自動更新されるものとします。 


